
S T O P  特 殊 詐 欺 

特殊詐欺対策電話機等の購入費を最大 5,000 円補助します！！ 

振り込め詐欺やオレオレ詐欺などの特殊詐欺は、自宅の固定電話にかかって

きます。特殊詐欺の被害にあわないためには、直接電話に出ないようにするこ

とが重要です。

そこで、町では被害防止に効果的とされる「特殊詐欺対策電話機等」を購入

した満６５歳以上の方またはその方の属する世帯の方に対して、購入費の一部

を補助いたします！

着信時に、「この通話は迷惑電話防止のため録音されます」などの音声が相手方に流れ、 

自動的に通話内容を録音する機能を持った電話機または電話機に接続する機器のことです。 

（例）パナソニック製の電話機は、「迷惑防止」のボタンを長押しすると設定できます。 

   シャープ製の電話機は、購入した際にあらかじめ設定されているものがあります。 

特殊詐欺対策電話機等って？ 

申請に必要なものは？ 

対象者は？ 補助額は？ 

申請をする際は、以下の書類を持ってきてください。 

★電話機等を購入した際の領収書（購入品目・発行者名・購入日の記載があるもの）

のコピー 

★購入した電話機等の機能が記載されている取扱説明書またはカタログ等のコピー 

★申請者の身分証明書のコピー（運転免許証やマイナンバーカードなど） 

★振込先口座が確認できるもののコピー（通帳またはキャッシュカード） 

★電話機等を設置したことが確認できる写真 

★印鑑（スタンプ式を除く） 

※申請方法については裏面をご覧ください※ 

次の要件をすべて満たす方です。 

大河原町に住所がある満65歳以上の方または

その方の属する世帯の方で、 

★電話機等を令和４年４月１日以降に購入した。 

★特殊詐欺対策機能を適切に設定し利用してい

る。 

★世帯員全員が町に納付すべき町税等を滞納し

ていない。 

※申請は 1世帯 1回限りです。 

購入費の 2分の 1の額です。 

（上限 5,000 円,100円未満切り捨て）

※電話機等の設置費用は対象外です。 

※国、県等の補助額を購入費から控除します。 

（補助を受けていなければ控除額は 0円） 

＜例＞12,000 円の電話機を購入した場合 

｛12,000 円（購入費）－6,000 円（宮城県 

警察の補助額）｝×1/2＝3,000 円 

町の補助金額は 3,000 円となります。 



確 認 事 項 チェック欄 

①宛名欄が申請者（購入者）のフルネームになっている。 □ 

②電話機等の品目（メーカー名や品番等）が記載されている。 □ 

③電話機等の購入価格が記載されている。 □ 

④電話機等の購入日が記載されている。 □ 

⑤領収書の発行者名が記載されている。 □ 

確 認 事 項 チェック欄 

①電話機等の取扱説明書またはカタログがある。 □ 

②上記の書類に電話機等の機能について記載されている。 □ 

確 認 事 項 チェック欄 

①住所地に設置されている。 □ 

②設置していることを確認できる写真を撮影した。 □ 

必 要 書 類 チェック欄 

①電話機等を購入した際の領収書のコピー □ 

②電話機等の取扱説明書またはカタログ等のコピー □ 

③申請者の身分証明書（運転免許証やマイナンバーカード等）のコピー □ 

④振込先口座が確認できる書類（通帳又はキャッシュカード）のコピー □ 

⑤電話機等の設置が完了していることを確認できる写真 □ 

⑥印鑑（スタンプ式を除く） □ 

＜問い合わせ先＞大河原町総務課行政係 TEL：0224-53-2111（内線217） 

申  請  方  法 

ご不明な点がございましたら、下記担当までお気軽にお問い合わせください！ 

１．提出する書類を確認しましょう！ 

～領 収 書～ 

～電話機等の機能が確認できるもの～ 

～電話機等の設置が確認できるもの～ 

２．役場で申請しましょう！ 

次の必要書類を持って、担当窓口へ申請に行きましょう 


